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1
11/16
（木）

成田空港
成田空港

ハノイ空港

ハロン

8:00
10:00発

14:20着
16:00頃

18:00頃

VN311

混載車

成田空港ご集合
空路、ベトナム・ハノイへ向けて出発

ハノイ国際空港到着、その後ハロンへ移
動（約2時間）

【北海道フェスティバルレセプション会場
にて夕食へご案内いたします】
FLC Ha long Bay

【ハロン泊】

機

夕

2
11/17
（金）

ハロン 終日 ハロン【終日】自由行動

【北海道フェスティバルinハロン】
【ご参加自由】
*会場には各自にて移動をお願いします。
■フォーラム/会場:コンベンションセンター
■イベントブース/会場:１０月３０日広場
■ステージ/会場:１０月３０日広場
■開会式/会場:１０月３０日広場

【ハロン泊】

朝

3
11/18
（土）

ハロン 終日 ハロン【終日】自由行動

【北海道フェスティバルinハロン】
【ご参加自由】
*会場には各自にて移動をお願いします。

■イベントブース/会場:１０月３０日広場
■ステージ/会場:１０月３０日広場

【ハロン泊】

朝

4
11/19
（日）

ハロン

ハノイ空港

終日

１９:００
21:30頃

混載車

ハロン【終日】自由行動
出発までお部屋はご利用できます。

【北海道フェスティバルinハロン】
【ご参加自由】
*会場には各自にて移動をお願いします。
■イベントブース/会場:１０月３０日広場
■ステージ/会場:１０月３０日広場
■閉会式/会場:１０月３０日広場

ハノイ国際空港へ移動

朝

5
11/20
（月）

ハノイ空港

成田空港

00:25発

7:00着

VN310 出国後、成田空港へ出発

成田空港ご到着

機

オプショナルツアーを用意しております

オプショナルツアーを用意しております



■旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当た
る日以降21日目に当たる日（以下「基準日」という）より前にお支払いいただ
きます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開
始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
■取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。

＊ピーク時とは12/20～1/7、4/27～5/6、7/20～8/31をいいます。
①当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も
表記取消料をいただきます。
②取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額
です。
■当社の責任
当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたし
ます。お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円(ただし、当社に故意又は重大
な過失がある場合はこの限りではありません。)。また次のような場合は原則と
して責任を負いません、お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の
旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与
し得ない事由により損害を被ったとき。
■特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体
または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、
死亡補償金として2,500万円、入院見舞金として入院日数により4万円～40万
円、通院見舞金として通院日数により2万円～10万円、携行品にかかる損害補
償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支
払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が
一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害に
ついて補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とは
いたしません。

■旅程保証
旅行日程に下記に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の
部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下記に定める率を乗じた
額の変更補償金を支払います、ただし、一旅行契約について支払われる変更補
償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての
変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補
償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に追加代金を加えた合計
額です。
■お客様の責任
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を
賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契
約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理
解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に
記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、
旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にそ
の旨を申し出なければなりません。
■個人情報の取扱いについて ※ＥＵ在住の方はお問い合わせください。
イ．当社およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者（以下「販売店」）
は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や
運送･宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上
の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該
機関等に提供いたします。
また、旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、お客様のお名前および搭乗
される航空便等に係る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業者に提供い
たします。お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客様
に同意いただくものとします。
ロ．当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方
の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合
で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきま
す。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の
方の同意を得るものとします。
ハ.当社は当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など販売促
進活動、お客様へのご連絡や対応のために、当社グループ企業および販売店と
共同利用させていただきます。当社グループ企業および販売店が共同利用する
個人情報は以下のとおりです。
住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアド
レス
ニ．上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の
店頭またはホームページでご確認ください。

■お申し込み
(1)申込書に必要事項を記入の上､ご提出ください。同時に、おひとりにつ
き原則旅行代金の20％相当額以内の参加申込金を所定の口座にお振込みく
ださい。申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部ま
たは全部として取扱います。お客さまがご旅行申込書にお客さまのローマ
字を記入される時は旅券に記載されているとおりをご記入ください。お客
さまの氏名が誤って記入された場合には航空券の発行替えのほか、宿泊機
関等への連絡が必要となります。この場合、当社はお客さまの交替の場合
に準じて交替手数料（条件書（全文）に記載）をいただきます。なお、運
送・宿泊機関により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく
場合もあります。この場合、所定の取消料（「■取消料のかかる場合」に
記載）をいただきます。また、氏名の他に性別、年齢、国籍などが違った
場合も同様となりますので、ご注意をお願いいたします。
(2)電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段にてご
予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3営業日以内に
申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。申込金のお支払いがない場
合、予約がなかったものとして取り扱います。（キャンセルされる場合は
ご連絡をお願いいたします）
(3)18歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。15歳未満の方のご参加
は、保護者の同行を条件とします。（但し一部のコースを除きます。）
(4)本旅行は近畿日本ツーリスト株式会社が企画・募集し実施する企画旅行
で、参加される方は当社と企画旅行契約を結んでいただきます。契約は、
当社の承諾と上記申込金の受理をもって成立するものとし、成立日は当社
が申込金を受理した日とします。
■お客さまが出発までに実施する事項
海外安全情報について
渡航先によっては、外務省より「海外安全情報」等、国又は地域の渡航に
関する情報が出されている場合があります。詳しくは以下をご確認くださ
い。
外務省 海外安全ホームページ http://www.anzen.mofa.go.jp/
外務省 海外旅行登録「たびレジ」

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
外務省 領事サービスセンター（海外安全相談班） 03－5501－8162

衛生情報について
渡航先の衛生情報については、以下をご確認ください。
厚生労働省検疫所 海外で健康に過ごすために

http://www.forth.go.jp/

旅行開始日が＊ピーク時の旅行であって、旅行開始日

の前日から起算してさかのぼって40日目から31日目ま
での取消

旅行代金の

10％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目か
ら3日目までの取消

旅行代金の

20％

旅行開始日の前々日以降旅行開始までの取消
旅行代金の

50％
旅行開始後の取消または無連絡不参加の場合 旅行代金全額


